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合
併
問
題
に
つ
い
て
は
、
昨
年
11
月
以
降
、
両
村

の
議
会
議
員
に
よ
る
あ
り
方
研
究
会
で
検
討
が
進
め

ら
れ
、
１
月
28
・
29
日
に
は
村
内
２
会
場
で
「
合
併

問
題
報
告
会
」
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。 

２
月
７
日
に
開
催
さ
れ
た
第
４
回
あ
り
方
研
究
会

で
は
、
両
村
の
委
員
が
「
任
意
合
併
協
議
会
を
設
立

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
の
結
論
に
達
し
た
こ
と

か
ら
、
こ
の
た
び
任
意
合
併
協
議
会
が
発
足
し
、
合

併
に
つ
い
て
、
両
村
の
行
政
、
議
会
、
住
民
の
各
代

表
に
よ
る
話
し
合
い
が
始
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

  

７
日
に
行
わ
れ
た
「
阿
智
村
・
清
内
路
村
あ
り
方

研
究
会
」
で
は
、
は
じ
め
に
１
月
に
清
内
路
村
で
行

わ
れ
た
「
合
併
問
題
報
告
会
」
と
阿
智
村
の
「
住
民

の
意
見
を
聴
く
会
」
で
出
さ
れ
た
住
民
意
見
等
に
つ

い
て
両
村
か
ら
報
告
さ
れ
た
後
、
研
究
会
と
し
て

「
早
期
に
任
意
合
併
協
議
会
を
設
立
し
て
、
住
民
に

合
併
の
判
断
材
料
を
示
す
べ
き
」
と
す
る
結
論
を
ま

と
め
、
同
席
し
て
い
た
両
村
長
に
報
告
し
ま
し
た
。 

 

あ
り
方
研
究
会
の
終
了
後
、
桜
井
村
長
と
原
議
長

は
阿
智
村
に
対
し
改
め
て

合
併
協
議
を
申
し
入
れ
、

そ
の
場
で
「
任
意
合
併
協

議
会
設
立
に
関
す
る
合
意

書
」
（
裏
面
参
照
）
の
調

印
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
合
意
に
基
づ
き
、

13
日
に
第
１
回
目
と
な
る

「
阿
智
村
・
清
内
路
村
任

意
合
併
協
議
会
」
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
、
両
村
７
名
ず
つ
か
ら
な
る

14
名
の
委
員
が
、
今
後
の
協
議
の
進
め
方
等
に
つ
い

て
確
認
し
ま
し
た
。 

 

任
意
合
併
協
議
会
の
清
内
路
村
の
委
員
は
、
次
の

７
名
で
す
。
（
敬
称
略
） 

 

（
村
長
） 

 

桜
井
久
江 

（
議
会
代
表
）
原
登
美
彦
、
原
利
正 

（
副
村
長
） 

野
村
健
司 

（
住
民
代
表
）
桜
井
弘
志
、
原
和
信
、
小
池
か
お
り 

  

任
意
合
併
協
議
会
は
原
則
と
し
て
公
開
で
行
わ
れ

ま
す
。
協
議
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
協
議
会
だ
よ
り

な
ど
で
随
時
住
民
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

次
回
の
任
意
合
併
協
議
会
は
、
３
月
３
日
に
行
わ

れ
る
予
定
で
す
。 
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広報清内路 

－ 13日に第1回目の協議会が開催。来年３月の合併に向けた協議が始まる。－ 

   
6月 25日 合併について話し合う場の申入れ 

10月 23日 阿智村から申入れに対する回答「両村の

あり方を研究する場の設置の提案」 

11月 15日 第 1回 阿智村・清内路村あり方研究会 

12月  6日 第 2回   〃 

21日 第 3回   〃 

1月 17～30日 阿智村で「住民の意見を聴く会」開催 

28･29日 議会主催による合併問題報告会 

2月  7日 第 4回 阿智村・清内路村あり方研究会 

 任意合併協議会設立に関する合意書調印 

13日 第 1回阿智村・清内路村任意合併協議会 

昨年６月の申入れ以降の主な経過 

13
日
の
任
意
合
併
協
議
会
の
様
子 



W

阿智村・清内路村任意合併協議会設立に関する合意書

　阿智村、清内路村の二村は、全ての住民が愛着と誇りを感じ倍比ある村づく

りを進めるため、両村の合併の基本事項について協議し、地域住民に判断材料

を提供することを目的に、任意合併協議会を設立することに合意する。

　なお、任意合併協議会の設置期間中においては、谷村は下記の事項に配慮し

ながら、合併協議及び行政運営を行うように努力するものとする。

　新村における自治能力向上のため、引き続き、健全財政の堅持に努めるもの

とする。

　新規大型事業の着手及び合併協議に重大な影響を及ぼす事業の新設等につい

ては、極力抑制に努めるものとする。

平成2tﾌ年ご月ツ目

回智ぢ長ﾉ則九才

清内路村長　彿寸

立会人

　　阿智付議会議長ﾉ脂ぐ 　／岑

　　lj渦下長
久クユい特

　　Fj路邨夕

清内路村議会議長
庶子ｽﾞ(牛

(任意合併協議会と法定合併協議会)

声

々別

言
- －

任意合併協議会‥･法律によらず、関係市町村が集まって検討を進める合併協議会です。

法定合併協議会‥･地方自治法、合併新法に基づき、議会の議決を経て設置されます。

※全国の合併では、まず任意合併協議会で検討を始め、その後、法定合併協議会に移行する

ケースが一般的です。
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